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　少子高齢化が進む日本において、今後はますます生産年齢人口（15 〜 64 歳）

の減少による人材不足が懸念されます。また、人口の減少は、そのまま日本の

内需減少に繋がります。

　コロナ禍の厳しい状況を乗り越えた後は、「東京 2020 オリンピック・パラ

リンピック」の開催とともに、近い将来インバウンド需要が戻ってくることが

予想され、労働力もお客様も外国人の力を取り込むことが求められてくるで

しょう。外国人スタッフの雇用は、外国人観光客への対応はもちろん、母国の

商習慣や消費者の視点を伝えてくれる存在としても期待できます。

　しかしながら、外国人スタッフを雇用するためには、法的規制や手続きをは

じめ、日本とは異なる文化・風習による考え方の違い、言葉の壁、宗教的なタ

ブーなど、いろいろな課題もあります。

　そこで、東京都生活衛生営業指導センターでは、生活衛生関係営業において

外国人スタッフを雇用するための基礎的な知識を導入ガイドとしてまとめまし

た。今年度は飲食業関係、来年度はサービス業関係に分けて制作・ご紹介いた

します。

　今後、外国人スタッフの雇用を考えていらっしゃる事業者の方、現在雇用さ

れている事業者の方にもご活用の一助となれば幸いです。

労働力もお客様も外国人が頼りの時代へ
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外国人労働者を巡る状況について

日本人の働き手（生産年齢人口）が減少に転じます。

東京都の人口は、2025 年をピークに減少。
15 〜 64 歳の生産年齢人口も減少の一途をたどると予測されています。

飲食業関係における人材不足は、ますます深刻化を増すでしょう。
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＜東京都の年齢階級別人口の推移＞

（資料）「国勢調査」（総務省）等より作成
（備考）　１．2020 年以降は東京都政策企画局による推計
　　　　２．四捨五入や、実績値の総数には年齢不詳を含むことにより、内訳の合計が総数と一致しない場合がある

＜出典＞東京都政策企画局「2060 年までの東京の人口推計」をもとに作成。
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● 外国人観光客への多言語対応が可能
● 若い労働力が期待できる
● 外国の食文化や商習慣の情報を得られる
● 外国人向けメニュー開発の参考になる
● 在留の友人・家族、知り合いなどが新規顧客に繋がる

● 日本の常識や社会的ルールの理解に不安が残る
● 言葉の違いによりコミュニケーションが取りにくい
● 文化・習慣の違いによる理解が必要となる
● 就労資格の確認や届出など、手間がかかる
● 法的ルールの規制が多い

文化も民族も宗教も違う外国人を雇用することは、言語の違いにより意志の疎通が図りに
くい中で、大きな不安があるかもしれません。でも、期待できることもいろいろ。課題や
リスクについては、本ガイドブックを参考として、解決に結びつけてください。

外国人労働者は、増加傾向にあります。

外国人スタッフの雇用による期待と課題は…

図 1-1 外国人雇用事業所数の推移 （事業所） 図 1-2 外国人労働者数の推移 （人）

新型コロナウイルスの影響下にありながらも
外国人雇用事業所数、外国人労働者数ともに増加傾向にあります。

インバウンドが復活したら、
生産年齢人口減少とともに、

人手不足も復活

外国人スタッフが
再生の担い手に！

＜出典＞東京労働局管内における「外国人雇用状況」の届出状況（令和 2 年 10 月末現在）
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期待される
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東京労働局管内における「外国人雇用状況」
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　東京都の外国人労働者数は、令和元年 10 月末時点で 485,345 人、令和 2 年 10 月末
現在では 496,954 人、前年同期比で 11,609 人（2.4%）増加（東京労働局管内における「外
国人雇用状況」の届出状況）。新型コロナウイルスの影響を受けながらも、平成 19 年に
届出が義務化されて以降、過去最高の数値を更新しました。参考までに現在の東京都にお
ける外国人労働者の情報を前年同期と比較しました。

東京で働く外国人労働者の状況は？

令和元年、2 年いずれも、中国がいちばん多く、次いでベトナム、韓国の順になっています。令和２年、中国
は労働者数がさらに増加しましたが、構成比は前年同期と変わっていません。しかしベトナムは労働者数・構
成比ともにわずかながら減少。韓国は労働者数が若干増えながらも構成比は 0.1% 減少しています。

令和元年は、宿泊業・飲食サービス業が、労働者数 109,640 人・構成比 22.6% と最も多く占めています。
令和２年も全産業の中では最も多いのですが、労働者数 105,865 人（3.4% 減）・構成比 21.3% と前年より
落ち込んでいます。

G7/8+オーストラリア
＋ニュージーランド
38,940　8.0％ペルー

3,136
0.6％

ブラジル
6,538
1.3％ インドネシア

6,105
1.3％

ネパール
36,915
7.6％

ベトナム
84,131
17.3％

フィリピン
30,886
6.4％

韓国
38,571
7.9％

中国
（香港等を含む）
166,225　34.2％

その他
73,898
15.2％

その他
73,751
15.2％

建設業
15,408
3.2％製造業

28,163
5.8％

学術研究、専門・
技術サービス
33,065
6.8％ サービス業（他に

分類されないもの）
78,722
16.2％

情報通信業
55,202
11.4％

宿泊業、
飲食サービス業
109,640
22.6％

卸売業、小売業
91,394
18.8％

その他
77,402
15.6％

建設業
17,376
3.5％製造業

28,825
5.8％

学術研究、専門・
技術サービス
34,525
6.9％ サービス業（他に

分類されないもの）
79,165
15.9％

情報通信業
58,395
11.8％

宿泊業、
飲食サービス業
105,865
21.3％

卸売業、小売業
95,401
19.2％

G7/8+オーストラリア
＋ニュージーランド
39,748　8.0％ペルー

3,307
0.7％

ブラジル
6,912
1.4％ インドネシア

6,571
1.3％

ネパール
38,440
7.7％

ベトナム
83,654
16.8％

フィリピン
32,507
6.5％

韓国
38,868
7.8％

中国
（香港等を含む）
170,176   34.2％

その他
76,771
15.4％

国籍別外国人労働者の割合

令和元年 10 月末時点 令和２年 10 月末現在

国籍別外国人労働者の割合

産業別外国人労働者の割合

産業別外国人労働者の割合

外国人労働者数 485,345 人 外国人労働者数 496,954 人

令和元年 10 月末時点 令和２年 10 月末現在
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※G7/8等は、イギリス、アメリカ、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ、ロシア、オーストラリア、 ニュージーランドを表す。 
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令和２年 10 月末現在 （単位：人、％）

宿泊業・飲食サービス業で働いている外国人労働者全体の人数は、105,865 人。在留資格で最も多い人数は、
資格外活動（うち留学生）の 59,159 人です。これは、宿泊業、飲食サービス業で働く全体人数の約 55.9％
を占めています。（在留資格の詳細は P8 〜 P11 参照）
※表内で示す資格外活動（うち留学生）の欄の構成比 44.3% は、留学生全体の中で全産業のうち「宿泊業、飲食サービス業」に
　従事する人の占める割合です。

宿泊業・飲食サービス業で働いている外国人労働者の国籍は、中国、ベトナム、ネパールの順になっています。
しかし、国籍別に産業別構成をみると、中国は卸売業・小売業の割合が多く、ベトナムとネパールは宿泊業・
飲食サービス業で働く人が最も多く、それぞれ 31.4%、42.9% となっています。

      以上のグラフと表より、中国・ベトナム・ネパール国籍
の資格外活動を許された在留資格（うち留学生）の外国人労働者が多く働いている状況が見受けられます。

日本滞在を希望する外国人に対して、法務省入国管理局が審査し、
在留が許可された中長期在留者に与えられる資格です。

在留資格別 ・産業別外国人労働者数 （東京労働局）

国籍別 ・産業別外国人労働者数 （東京労働局）

東京都の飲食業関係で働く外国人労働者は

※在留資格とは 資格の種類は P8 へ☞
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＜出典＞ 東京労働局管内における「外国人雇用状況」の届出状況（令和 2 年 10 月末現在）をもとに作成。
※東京都内のハローワークに各年月時点に届出されたものを集計した数字で外国人労働者全数と必ずしも一致しない。

中長期在留者とは  　検 索

注１： 産業分類は、平成 25 年 10 月改訂の日本標準産業分類に対応している。
注２： 「構成比」欄は、在留資格別の外国人労働者総数（全産業計）に対する各産業別外国人労働者の比率を示す。
注３： 在留資格「特定技能」は、①専門的・技術的分野の在留資格に含む。

令和２年 10 月末現在 （単位：人、％）

注１： 産業分類は、平成 25 年 10 月改定の日本標準産業分類に対応している。
注２： 「構成比」欄は、国籍別の外国人労働者総数（全産業計）に対する当該産業の外国人労働者数の比率を示す。

中国（香港等を含む） 170,176 24,857 14.6 3,972 2.3 9,166 5.4 28,110 16.5 42,406 24.9 33,256 19.5 5,369 3.2 1,947 1.1 19,353 11.4

韓国 38,868 5,587 14.4 434 1.1 1,789 4.6 8,446 21.7 8,452 21.7 5,250 13.5 1,606 4.1 592 1.5 4,647 12.0

フィリピン 32,507 7,640 23.5 1,955 6.0 4,025 12.4 1,237 3.8 5,429 16.7 3,907 12.0 939 2.9 1,785 5.5 7,833 24.1

ベトナム 83,654 16,435 19.6 6,732 8.0 4,815 5.8 3,469 4.1 14,194 17.0 26,293 31.4 366 0.4 828 1.0 17,664 21.1

ネパール 38,440 9,285 24.2 159 0.4 890 2.3 392 1.0 5,920 15.4 16,485 42.9 127 0.3 94 0.2 9,340 24.3

インドネシア 6,571 1,314 20.0 1,161 17.7 730 11.1 460 7.0 663 10.1 828 12.6 198 3.0 388 5.9 900 13.7

ブラジル 6,912 1,644 23.8 239 3.5 1,159 16.8 478 6.9 1,128 16.3 898 13.0 134 1.9 106 1.5 1,529 22.1

ペルー 3,307 784 23.7 112 3.4 556 16.8 147 4.4 527 15.9 313 9.5 41 1.2 69 2.1 803 24.3

Ｇ7/8＋オーストラリア
　　＋ニュージーランド 39,748 5,256 13.2 174 0.4 1,451 3.7 5,713 14.4 4,460 11.2 1,555 3.9 10,568 26.6 325 0.8 4,923 12.4

うちアメリカ 15,126 2,022 13.4 59 0.4 500 3.3 2,296 15.2 1,368 9.0 274 1.8 4,593 30.4 129 0.9 1,998 13.2

うちイギリス 6,394 859 13.4 19 0.3 171 2.7 710 11.1 465 7.3 116 1.8 2,288 35.8 52 0.8 776 12.1

その他 76,771 12,358 16.1 2,438 3.2 4,244 5.5 9,943 13.0 12,222 15.9 17,080 22.2 3,182 4.1 844 1.1 12,173 15.9

全産業計 うち建設業 うち製造業 うち情報通信業 うち卸売業、
小売業

うち宿泊業、
飲食サービス業

うち教育、
学習支援業 うち医療、福祉 うちサービス業（他に

分類されないもの）

うち派遣・
請負 構成比 人　数 構成比 人　数 構成比 人　数 構成比 人　数 構成比 人　数 構成比 人　数 構成比 人　数 構成比 人　数 構成比

総　数 496,954 85,160 17.1 17,376 3.5 28,825 5.8 58,395 11.8 95,401 19.2 105,865 21.3 22,530 4.5 6,978 1.4 79,165 15.9

①専門的・技術的分野の在留資格 167,805 3,205 1.9 10,013 6.0 46,334 27.6 25,942 15.5 10,570 6.3 10,014 6.0 1,514 0.9 21,501 12.8

うち技術・人文知識・国際業務 141,602 2,863 2.0 8,320 5.9 42,369 29.9 23,229 16.4 6,219 4.4 4,330 3.1 771 0.5 19,384 13.7

②特定活動 13,072 1,036 7.9 495 3.8 523 4.0 2,191 16.8 3,571 27.3 254 1.9 653 5.0 2,669 20.4

③技能実習 22,897 9,343 40.8 4,573 20.0 139 0.6 3,109 13.6 927 4.0 2 0.0 442 1.9 1,732 7.6

④資格外活動 162,915 205 0.1 2,885 1.8 1,704 1.0 37,809 23.2 69,537 42.7 4,332 2.7 865 0.5 30,204 18.5

うち留学 133,638 114 0.1 2,132 1.6 1,369 1.0 32,922 24.6 59,159 44.3 3,777 2.8 697 0.5 22,322 16.7

⑤身分に基づく在留資格 130,250 3,585 2.8 10,858 8.3 9,690 7.4 26,347 20.2 21,259 16.3 7,928 6.1 3,504 2.7 23,059 17.7

うち永住者 82,112 1,901 2.3 6,916 8.4 6,725 8.2 17,434 21.2 11,970 14.6 5,327 6.5 2,463 3.0 13,731 16.7

うち日本人の配偶者等 27,550 701 2.5 2,066 7.5 2,236 8.1 4,991 18.1 4,208 15.3 2,237 8.1 582 2.1 5,187 18.8

うち永住者の配偶者等 3,920 315 8.0 309 7.9 173 4.4 833 21.3 818 20.9 102 2.6 38 1.0 709 18.1

うち定住者 16,668 668 4.0 1,567 9.4 556 3.3 3,089 18.5 4,263 25.6 262 1.6 421 2.5 3,432 20.6

⑥不明 15 2 13.3 1 6.7 5 33.3 3 20.0 1 6.7 - 0.0 - 0.0 - 0.0

全産業計 うち建設業 うち製造業 うち情報通信業 うち卸売業、
小売業

うち宿泊業、
飲食サービス業

うち教育、
学習支援業 うち医療、福祉 うちサービス業（他に

分類されないもの）

人　数 人　数 構成比 人　数 構成比 人　数 構成比 人　数 構成比 人　数 構成比 人　数 構成比 人　数 構成比 人　数 構成比

総　数 496,954 17,376 3.5 28,825 5.8 58,395 11.8 95,401 19.2 105,865 21.3 22,530 4.5 6,978 1.4 79,165 15.9
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外国人スタッフを雇用したいけ    れど、 どうしたら良いのか？？

外国人スタッフを雇用するにあ　たってのお悩み解決チャート　

トラブルが    起きたら　
どうすれば    いいのか...　

  トラブルに  　関するQ&A

P30  　-31　

面接の仕方や
気をつけることは？

面接の対応とポイント

P17

雇える人と
そうでない人の
確認方法は？

在留カードで確認

P12−13

上手に
コミュニケーションが

取れるか不安

信頼関係を築くために

P22

調理できる人が
欲しいな〜

接客スタッフも増やしたい！

在留資格の内容と種類を紹介

P8-11

仕事の教え方は？

業務フローやマニュアルについて

P23-27

外
国
人
ス
タ
ッ
フ
を
雇
用
す
る
に
あ
た
っ
て
の
お
悩
み
解
決
チ
ャ
ー
ト
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外国人スタッフを雇用したいけ    れど、 どうしたら良いのか？？

外国人スタッフを雇用するにあ　たってのお悩み解決チャート　

雇用できる
在留資格って何？

どんな人を雇えるの？

在留資格の内容と種類を紹介

P8-11

雇いたいときの
手続きや相談先は？

募集・採用・届出Q＆A

P28-29

トラブルが    起きたら　
どうすれば    いいのか...　

  トラブルに  　関するQ&A

P30  　-31　

雇用の手順と
募集方法は？

募集から届出までのフロー

P14-16

働いてもらう条件は？
日本人と同じ？

適正な雇用管理について

P20-21

雇用したら
届出が必要？

アルバイトでも？

ハローワークへの届出方法

P18-19

外
国
人
ス
タ
ッ
フ
を
雇
用
す
る
に
あ
た
っ
て
の
お
悩
み
解
決
チ
ャ
ー
ト
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　飲食業関係で働いている外国人の在留資格で一番多いのは、P４〜５のグラフと表で示
す通り、「資格外活動許可」により就労を認められている留学生です（原則的には就労不
可の資格　※詳しくは P10）。他にも雇用できる在留資格はありますので、対応表にまと
めてみました。

（東京都都民安全推進本部「外国人雇用マニュアル」令和元年 11 月発行を参考に作成）

（１） 飲食業関係で雇用できる在留資格は？

飲食業関係で雇用できる在留資格の種類と職種例

在留資格の種類別紹介

職　種 雇用形態

在留資格の種類
ホールスタッフ
調理補助、洗い場

店舗管理など
調理師・シェフ 正社員 パート

アルバイト

1

● 制限のない資格 ※調理師免許取得者に限る
  イ.  永住者　 ○ ○ ○ ○
  ロ.  日本人の配偶者等 ○ ○ ○ ○
  ハ.  永住者の配偶者等 ○ ○ ○ ○
  二.  定　住　者 ○ ○ ○ ○

2 特 定 技 能 １号 ○ ○ ○ ×

3
● 特定活動
  イ.  農水省の事業対象者 × ○ ○ ×
  ロ.  ワーキングホリデー他 ○ × × ○

4

● 原則就労不可の資格
  イ.  留　　　　　学 ○ × × ○
  ロ.  家　族　滞　在 ○ × × ○
※資格外活動許可がある場合
　のみ

 1 活動に制限のない在留資格　（日本人と同じように雇用できる）
＜対象＞

 イ.  永　　住　　者　 法務大臣から永住の許可を受けた者（特別永住者を除く）
 ロ.  日本人の配偶者等 日本人の配偶者・実子・特別養子
 ハ.  永住者の配偶者等 永住者・特別永住者の配偶者及び日本で出生し引き続き在留している実子
 二.  定　　住　　者 日系３世、第三国定住難民、中国残留邦人等

（
１
）飲
食
業
関
係
で
雇
用
で
き
る
在
留
資
格
は
？

④

1 外国人スタッフを雇用するための基礎知識

日本語の心配もなく
採用の規制もないから
安心ですね！
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● 農林水産省の「日本の食文化海外普及人材育成事業」により、調理師専門学校を卒業した留学生が条件を満
　たした場合この資格が認められます（最大 5 年間日本の店で経験を積むことができる）

　

● ワーキングホリデー入国者（制度については P 11）

● 留学生が大学卒業後に就職が決まらず日本で就職活動を続ける場合、
　留学からこの資格に変更。資格外活動許可があればアルバイトがで
　きます（最長１年）。

詳しくは：農林水産省「外食業分野における外国人材の受け入れについて」

 2 特定技能 1 号 　

 3 特定活動 　

採用するときは、
指定書の内容を確認して！

「特定技能 1 号」は、外食業を含む 14 の特定産業分野にお
いて、相当程度の専門知識と技能を持つ外国人に認められ
る在留資格です。海外から採用する場合と在留外国人を採
用する場合があります。海外からの採用は、受け入れ基準
を満たすために「特定技能 1 号外国人支援計画」の策定と
実施など相応の手間を要すため、出入国在留管理庁長官の
登録を受けた「登録支援機関」と委託契約（有料）を結び、
頼らざるを得ないのが実情です。在留外国人を採用する場
合は、外国人本人が以下の条件を満たし「特定技能 1 号」
の在留資格を取得することで雇用できます。　

法務大臣が個々の外国人について指定した活動を認める資格で、活動内容を記載した「指定書」が交付されます。

● 外国人本人の条件は
　▶︎ 18 歳以上であること。
　▶︎ 国際交流基金日本語基礎テストもしくは日本語能力試験 N4 以上（日常会話がほぼ理解でき、
　　 身近な話題の文章を読み・理解できる）に合格すること。
　▶︎「一般社団法人外国人食品産業技能評価機構」が実施する特定技能評価試験に合格すること。

（
１
）飲
食
業
関
係
で
雇
用
で
き
る
在
留
資
格
は
？

外食業分野における新たな外国人材の受容れについて 検 索

日本の食文化海外普及人材育成事業 検 索
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 4 原則就労不可の資格
原則として就労が認められていない在留資格
ですが、「資格外活動の許可」を得ていれば、
アルバイトなどパートタイム労働者として雇
用できます。この資格は、在留カードの裏面

（P12 ⑧）に許可の内容が記されているので、採用時には必ず確認してください（資
格外活動許可書がある場合、またはパスポートに許可印証が貼付けてある場合も
あります）。
＜対象＞
● 留学生
● 家族滞在（在留外国人が扶養する配偶者・子）

＜出典＞　東京都都民安全推進本部
「外国人労働者雇用マニュアル」　令和元年 11 月発行

※ 上記の風俗営業店等とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条に該当する
　 ものとする。

▼  この在留資格は、
　 就労時間に制限があるのでご注意ください。

● 資格外活動許可書

※ただし、風俗営業店等では働けません！
（スナック、バー、遊技場、ラブホテル、ダンスホール等では働けません。）

在 留 資 格 1週間の就労可能時間

留 学

家 族 滞 在

文 化 活 動

特 定 活 動
時間以内（継続就職活動者、又はその者に係る

家族滞在活動を行う者）

教育機関が学則で定める
長期休業期間の就労可能時間

許可の内容を個別に決定

1日につき8時間以内

（
１
）飲
食
業
関
係
で
雇
用
で
き
る
在
留
資
格
は
？

⑥
就労時間に制限がある
けれど、うちのバイトは、
みんなこのタイプだね

在留カード裏面の資格外活動許可
欄に「許可：資格外活動許可書に
記載された範囲内の活動」と記載
がある場合は、「資格外活動許可書」
も、しっかり確認を！



11

「ワーキングホリデー」の外国人（在留資格は特定活動）は、資格外活動許可のように就労時間の制限はありま
せんが、在留期間は最長 1年間のためアルバイトでの雇用が一般的です。採用の際は、「指定書」で内容を確認
してください。

たとえば、よく働き人柄的にも安心できるア

ルバイト留学生を、卒業後に正社員として迎え

たいと思った場合、P9 で紹介したように特定

技能評価試験と日本語能力試験に合格すれば

「特定技能 1 号」の在留資格を得ることができ、

正社員として雇用できます。

初めて外国人を雇用する場合、いきなり正社

員を迎えるよりアルバイト採用で外国人雇用に

慣れてからの方が、リスクも少ないかもしれま

せんね。

アルバイト留学生から、卒業後は正社員へ

アルバイトの戦力として期待できるワーキングホリデーの外国人

ワーキングホリデーとは？
在留期間中の旅行・滞在費を補うために働くことを認められている制度です。二国・地域間の取り決めに基づき、
それぞれの相手国・地域の文化や生活様式の理解を深めることを目的に機会が提供されています。

【ワーキングホリデー制度導入国】  令和２年３月 23 日現在（26 カ国・地域）

＜出典＞ 東京労働局職業安定部「外国人の雇用に関する Q&A」令和２年度発行

オーストラリア イギリス ポルトガル アルゼンチン

ニュージーランド アイルランド ポーランド チリ

カナダ デンマーク スロバキア チェコ

韓国 台湾 オーストリア アイスランド

フランス 香港 ハンガリー リトアニア

ドイツ ノルウェー スペイン オランダ

スウェーデン エストニア

（
２
）ワ
ー
キ
ン
グ
ホ
リ
デ
ー
の
外
国
人
雇
用
に
つ
い
て

（２） ワーキングホリデーの外国人雇用について
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（３） 雇用できるか否か、 在留資格　　は 「在留カード」 で確認する
中長期の在留者には、偽造防止の IC チップが搭載された「在留カード」が公布され、常に携帯することになっ
ています。このカードを持っていない外国人は、原則として雇えません。採用の際は、必ず確認してください。

見本・表面

見本・裏面

見本

①

❷
❸

④

⑥
❺

⑦

11

⑨❽

⑩

（
３
）雇
用
で
き
る
か
否
か
、在
留
資
格
は「
在
留
カ
ー
ド
」で
確
認
す
る

不法就労か？
在留カード番号の照会で要チェックを！

2019 年 3 月 31 日までに交付されたものは「法務大臣」になっていますが、
同年４月１日以降に交付された在留カードは「出入国在留管理庁長官」になっています。
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（３） 雇用できるか否か、 在留資格　　は 「在留カード」 で確認する

＜出典＞　東京都都民安全推進本部 総合推進部 治安対策課「外国人労働者雇用マニュアル」令和元年 11 月発行を
　　　　　もとに作成。

新型コロナウイルスの影響に係る取り扱い

●  新型コロナウイルスの影響により帰国困難な外国人について、在留期間更新等が認められています。
申請手続きが適切に行われた外国人は、更新内容・範囲以内で雇用することができます。
     　　  

●  「新型コロナウイルス感染症の影響に対する外国人及び受け入れ機関への支援策」

（
３
）雇
用
で
き
る
か
否
か
、在
留
資
格
は「
在
留
カ
ー
ド
」で
確
認
す
る

氏　　 名 氏名はローマ字表記が原則ですが、氏名に漢字を使用する方は、漢字を併記することがで
きます。ただし、通称名は記載されません。

在 留 資 格 在留資格のない方にはカードは交付されません。

在 留 期 間
（ 満 了 日 ）

在留期間中は満了日まで日本に滞在することができます。
満了日が経過している方は不法滞在となります。
ただし、申請中（⑨参照）の方は、満了日から２か月を経過するまで又は申請結果が出るまで、
②の在留資格で滞在できます。

住 居 地 変更があった場合には裏面に記載されます。

就 労 制 限
の 有 無

就労制限の有無について、次の例のように記載されます。
「就労制限なし」

→就労内容に制限はありません。
「在留資格に基づく就労活動のみ可」

→②の在留資格で定められた就労活動のみできます。
「指定書により指定された就労活動のみ可」

→指定書（９ページ参照）により就労活動が特定されていますので、指定書も確認してく 
　ださい。

「就労不可」
→原則就労できません。ただし、裏面の資格外活動許可欄（⑧参照）が許可となっていれば、
　記載内容の制限を超えない範囲で就労することができます。

顔 写 真 在留カードの有効期間の満了日が 16 歳の誕生日までとなっているカードには写真は表
示されません。

交　付　者 2019 年 3 月 31 日までに交付された在留カードでは、「法務大臣」と記載されています。

資格外活動
許 可 欄

許可を受けていれば、この欄に次の例のように記載されます。
「許可：原則週 28 時間以内・風俗営業等の従事を除く」

→アルバイト先が複数ある場合であっても、その合計が週 28 時間以内でなければなり
　ません。

「許可：資格外活動許可書に記載された範囲内の活動」
→この記載がある場合は、資格外活動許可書（10 ページ参照）も確認してください。

申 請 欄
在留期間更新許可申請中又は、在留資格変更許可申請中であれば、この欄に記載されます。
なお、申請中の方は、満了日から２か月を経過するまで又は申請結果が出るまで、②の在
留資格で滞在できます。

後日交付印

入国時に在留カードが交付される空港は、新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、
関西空港、広島空港及び福岡空港です。
それ以外の空港等では、パスポートに「在留カード後日交付」の記載がされます。この場合、
中長期在留者の方が区市町村に住居地の届出をした後、出入国在留管理庁から住居地宛て
に在留カードが郵送されます。

在留カード
番 号

出入国在留管理庁ホームページ上の「在留カード番号失効情報照会」で
在留カード番号の有効性を調べる事ができます。

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

①

❸

❺

❽

⓫

❷

④

⑥

⑨

⑦

⑩

出入国在留管理庁新型コロナウイルス感染症関連情報 検 索

新型コロナウイルス感染症の影響に対する外国人及び受け入れ機関への支援策 検 索
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募集 面接

採用基準を
決める

マニュアルの作成
または見直し

・フルタイムか　　
　パートタイムか、 
　職種は？
　　 雇う在留資格が決まる

募集はいろいろ。
各種方法を紹介。

詳しくは
P16 へ

詳しくは P17 へ

面接時の対応や気を
つけたいことは P17 へ

● 面接時の確認事項
面接時は在留カードなど書類の
提示は求めず、口頭確認でOK。
・在留資格の有無
・在留期間の期限　各種
・留学生の場合「資格外活動許可書」  
　の有無
・ワーキングホリデーの場合
　「指定書」の有無
・在留カード番号を確認、控えて
　おく

● 面接時の
　チェックシートを作成

受入準備も早めに！

外
国
人
ス
タ
ッ
フ
の
募
集
か
ら
届
出
ま
で
の
フ
ロ
ー

外国人スタッフの募集から届出までのフロー
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採用 届出

詳しくは P20〜22 へ 詳しくは P23〜27 へ

詳しくは P18 〜19 へ

外国人労働者向け
「労働条件通知書」のモデル
P32 〜33 参照

働きがいのある環境づくり
・業務マニュアル  ・接客マニュアル

・調理マニュアルなど

● 採用時の確認事項
採用決定時には、直接本人が提示する
在留カードで必ず確認
・面接時に口頭質問した項目の確認
・顔写真による本人確認

★雇用契約を交わす
書面で労働条件を明示
（労働基準法による）
・仕事内容
・賃金とその支払い方法
・労働時間　・休日などの労働条件など

多言語別（日本語併記）の「労働条件
通知書」モデルを参考に、説明・確認
して合意・署名、双方で保管。

● ハローワークに届け出る
雇用保険の被保険者と被保険者となら
ない場合で届出先と書類が異なる。

外
国
人
ス
タ
ッ
フ
の
募
集
か
ら
届
出
ま
で
の
フ
ロ
ー
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外国人を採用する際に、国籍による条件などの差別はできませんが「どの職種のどのような
人材を求めているのか」、正社員かパートタイムか、独自の採用基準を決めておきましょう。
　募集方法は、いろいろあるので主な方法をご紹介します。

（１） 外国人スタッフの募集

各 種 募 集 方 法
●「新宿外国人雇用支援・指導センター」を利用する
　日本人の配偶者等、定住者、永住者など就労に制限がない在留資格を持つ外国人、またはアルバイトを希望
する外国人留学生に職業相談・職業紹介を行なっている、外国人労働者専門のハローワークです。雇用相談を
行い、求人申込を行ってください。

（P28、36 参照）
▼ 新宿外国人雇用支援・指導センターについて

● 所轄のハローワークに求人票を出す
　・所轄のハローワークに事業所を登録（初回の場合）※ P 34 ハローワーク管轄一覧を参照
　　　　　　　↓
　・「求人申込書」に求人条件を記入して提出。
　ハローワークインターネットサービスからも手続き可能です。

　　　　　　　↓
　・応募があったら、ハローワーク経由で紹介され、面接。採用・不採用に関わらずハローワークに報告。

● 大学・大学院・専門学校に依頼する
求人票を提出し、求人掲示板に掲載を依頼します。

● 日本語学校を利用する
求人掲示板に掲載を依頼します。外国人が日本語を学ぶ専門学校のため、在留資格も保証されていて安心・確
実です。

● 自店のホームページや SNS を活用する
自店のホームページを開設している場合は、外国人雇用の求人専門ページを設けると効果的です。外国人がコ
ミュニケーションツールとして多用しているフェイスブックやブログ、インスタグラムなどの SNS で募集す
るのも注目率が高いので有効です。

● 外国人の求人・採用サイトを活用する
外国人人材専用の求人・採用サイトに求人広告を掲載する方法ですが、有料です。
アルバイト専門サイトもあります。

（
１
）外
国
人
ス
タ
ッ
フ
の
募
集

新宿外国人雇用支援・指導センター 検 索

ハローワークインターネットサービス 検 索

２ 外国人スタッフの雇用の流れ
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面接は、応募する側も面接する側も、お互いを見極める重要な段階。両者ともに緊張するも
のです。笑顔で接し、話しやすくリラックスした雰囲気を演出しましょう。

（２） 面接の対応と気をつけたいこと

面接時のチェックシートを作成

応募者の適正を見る聞き方は？

日本に来た目的や在留資格などの必須項目の他に、多角的にチェックするこ
とで適正を判断する一助になります。
例）接客スタッフを採用したい場合
・日本語のレベル
・問いかけに対する受け応え
・笑顔や表情の作り方
・挨拶の仕方や清潔感など
・他の店で働いていた場合→やめた理由、その店で困ったことや悩んだこと

● お互いのミスマッチを防ぐために
就労先に選んだ理由や希望することなど本人が望むことを確認しておくとズレが生じません。

● 順応性を見るために

日本に来て困ったこと、馴染めないこと、理解しづらかったことなどを質問。どうやって対応しているのか聞
くことで、働く環境や仕事への順応性を見ることができます。また性格やメンタル面を知ることにより、雇用
側として気をつけたいこともわかります。

面接時の　 と

敬語やあいさつの仕方は、大目に見て !
日本語の礼儀作法や正しいあいさつの仕方、敬語の使い方などは教わらないとできません。
多少大目に見て、採用した後で教えてあげてください。

宗教や個人的信条に関わる質問は NG!
日本人の面接と同様に、個人的に信仰していることや家族環境などの質問は避けましょう。
仕事柄関連する場合は、業務内容を説明して本人に支障がないか確認しましょう。

（
２
）面
接
の
対
応
と
気
を
つ
け
た
い
こ
と

１

２

３
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　外国人を雇用する事業主は、外国人労働者の雇入＆離職の際に、その氏名や在留資格な
どについてハローワークへ届け出ることが義務付けられています。
※「特別永住者」は、届出の必要はありません。

（３） 雇用が決まったらハローワークへの届出が必要です

雇用保険の被保険者となる外国人の場合（雇入れ時）

届 出 事 項 
① 氏名 　　② 在留資格 ※ 　　③ 在留期間 　　④ 生年月日 　　⑤ 性別 　　⑥ 国籍 ・地域
⑦ 資格外活動許可の有無　　⑧ 在留カード番号
⑨ 雇入れに係る事業所の名称及び所在地など 、取得届に記載が必要な事項
※在留資格 「特定技能」の場合は分野 、「特定活動」の場合は活動類型を含む （以下同じ ）

届 出 方 法 

「17」～「23」欄に「国籍・地域」や「在留資格」などを記入してハローワークに提出することによって、
外国人雇用状況の雇入れの届出を行ったことになります。
ただし、以下の場合は記入不要です。

・外国人雇用状況届出の対象外となっている方（特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の方）
・「電子届出」や「様式第 3 号」によって届出済みの方

届 出 先 雇用保険の適用を受けている事業所を管轄するハローワーク（公共職業安定所）に届け出てください。
（雇用保険被保険者資格取得届を届け出るハローワークと同様です）

届 出 期 限 雇用保険被保険者資格取得届の提出期限と同様です。

● 「雇用保険被保険者資格取得届」の様式（様式第２号）

届出方法と申請様式の違いに注意
届出の対象となる外国人が、雇用保険の被保険者か否かによって申請様式と届出先・提出期間が異なり
ますので、ケース別に届出例を紹介します。

雇 用保 険 被保 険 者となる場合

◎ 離職の際は、「雇用保険被保険者資格喪失届」の提出が必要になります。詳しくは、「取得届」提出の際に、
　 ハローワークでお尋ねください。

（
３
）雇
用
が
決
ま
っ
た
ら
ハ
ロ
ー
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で
す
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雇 用保 険 被保 険 者とならない場合
雇用保険の被保険者とならない外国人の場合（雇入れ時・離職時）

届 出 事 項 
① 氏名 　　② 在留資格 　　③ 在留期間 　　④ 生年月日 　　⑤ 性別 　　⑥ 国籍・地域
⑦ 資格外活動許可の有無　　⑧ 在留カード番号 　　⑨ 雇入れ又は離職年月日 
⑩ 雇入れ又は離職に係る事業所の名称、所在地等　　　　　※⑦については雇入れ時のみの届出事項です。

届 出 方 法 
外国人雇用状況届出書（様式第３号）に、上記①～⑩の届出事項を記載して届け出てください。
届出様式はハローワークの窓口で配布しているほか、厚生労働省ホームページから
ダウンロードすることもできます。

届 出 先 当該外国人が勤務する事業所施設（支店、店舗、工場など）の住所を管轄するハローワーク（公共職業安定所）
に届け出てください。

届 出 期 限 雇入れ、離職の場合ともに翌月の末日まで。

● 外国人雇用状況届出書の見本

｢①外国人の氏名（ローマ字）｣欄
届出される外国人の方の氏名を、在留カードどお

りに記入してください。

届出事項を記入

「② ①の者の在留資格」欄
在留カードの「在留資格」又は旅券(パスポー

ト）上の上陸許可証印に記載されたとおりの内容
を記入してください。
また、在留資格が「特定技能」又は「特定活

動」の場合には以下のいずれかを記入してくださ
い。

特定活動（ワーキングホリデー）
特定活動（EPA）
特定活動（高度学術研究活動）
特定活動（高度専門・技術活動）
特定活動（高度経営・管理活動）
特定活動（高度人材の就労配偶者）
特定活動（建設分野）
特定活動（造船分野）
特定活動（外国人調理師）
特定活動（ハラール牛肉生産）
特定活動（製造分野）
特定活動（家事支援）
特定活動（就職活動）
特定活動（農業）
特定活動（日系４世）
特定活動（本邦大学卒業者）
特定活動（その他）

｢⑦ ①の者の資格外活動許可の有無｣欄
在留資格「留学」など資格外活動許可を受けるべ

き者である場合に記入してください。

｢雇入れ年月日・離職年月日｣欄
届出期限内に離職した場合は、雇入れ年月日と離

職年月日の両方を記入してください。また、届出期
限内に複数回にわたって雇入れ・離職した場合は、
まとめて記入してください。

｢雇入れ又は離職に係る事業所｣欄
外国人が就労する事業所（支店、店舗、工場な

ど）を記入してください。
なお、当該事業所が雇用保険適用事業所である場

合には、適用事業所番号を記入してください。

｢主たる事務所｣欄
｢雇入れ又は離職に係る事業所｣が支店、店舗、工

場などである場合には、本社や雇用保険適用事業所
を記入してください。

派遣・請負労働者に係る届出の場合
派遣の場合、「雇入れ又は離職に係る事業所」欄には

派遣先ではなく派遣元の事業所を記入し、□に✓を入れ
てください。
請負業者に雇用される労働者が、注文主の事業所等で

就労する場合、「雇入れ又は離職に係る事業所」欄には
請負業者の事業所を記入し、□に✓を入れてください。

特定技能１号（介護）
特定技能１号（ビルクリーニング）
特定技能１号（素形材産業）
特定技能１号（産業機械製造業）
特定技能１号（電気・電子情報関連産業）
特定技能１号（建設）
特定技能１号（造船・舶用工業）
特定技能１号（自動車整備）
特定技能１号（航空）
特定技能１号（宿泊）
特定技能１号（農業）
特定技能１号（漁業）
特定技能１号（飲食料品製造業）
特定技能１号（外食業）
特定技能２号（建設）
特定技能２号（造船・舶用工業）

▼ハローワークのインターネットサービスに登録することにより、インターネットによる申請・届出手続きができます。
厚生労働省　外国人雇用状況届出システム

＜出典＞ 厚生労働省　都道府県労働局　ハローワーク「外国人雇用はルールを守って適正に」
（令和２年 11 月版）

（
３
）雇
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決
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外国人雇用状況届出システム 検 索
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外国人スタッフを雇っても、どのようなことに気をつけて雇用関係を維持したら良いのか？
基本的なポイントをご紹介します。適正な状況で管理できているのか、忘れていることはな
いか、自己チェック表も掲載しました。ぜひ確認してください。

労働条件は、日本人と同等に適用されます

外国人スタッフの雇用管理は適性ですか？ 自主チェックしてみよう！

外国人にも社会保険が適用されます

1

2

外国人でも日本で働く限り、国籍を問わず日本の労働関係法令が適用
されます。国籍を理由に賃金や労働時間などの労働条件について差別
的な扱いはできません。「外国人だから日本人より安く雇用できる」
というのは間違い！最低賃金以上の賃金を支払わないと法律違反に問
われ、通報されると行政から是正勧告が来て、改善されない場合は罰
金が科せられます。

１．外国人雇用状況の届出について

　　□ 雇用している外国人労働者の氏名、在留資格及び在留期間等を在留カード等で確認し、期限までに
　　　 所管のハローワークに「外国人雇用状況の届出」を提出している。
　　□ 外国人労働者が離職した場合の「外国人雇用状況の届出」を漏れなく提出している。

２．募集・採用について

　　□ 違約金や保証金の徴収等を行う職業紹介事業者等からの斡旋を受けていない。
　　□ 採用しようとする外国人労働者に従事させる予定の業務が、在留資格上、問題ないことを確認して
　　　 いる。

健康保険・厚生年金
保険の適用事業所 → 制度に加入手続きし給料から保険料を徴収

上記以外の事業所 → 国民健康保険・国民年金　加入手続きの支援を

雇用保険・労災保険 →
外国人労働者も一律に適用。ただし雇用保険は、１週間の所定労働時間が 20
時間以上かつ 31 日以上の雇用見込がある場合。
ワーキングホリデーによる入国者、留学生（昼間留学生）は適用除外。

（１） 適正な雇用管理（
１
）適
正
な
雇
用
管
理

労働時間と
休憩時間、 休日
は P30 の Q&A を

チェック！

３ 働きがいのある環境を提供
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３．外国人労働者の労働条件等について

　　□ 労働者の国籍を理由に、労働条件の差別的取扱いをしていない。
　　□ 外国人労働者に対して、賃金や労働時間等の労働条件について、外国人が理解できる方法により明
　　　 示している。
　　□ 賃金を適正に支払うとともに、食費や居住費等を控除する場合に不当な額とならないようにしている。
　　□ タイムカード等の客観的な方法により、上限規制の遵守を含め、労働時間を適正に管理している。
　　□ 労働者名簿、賃金台帳や年次有給休暇管理簿を作成し、適切に管理している。
　　□ 外国人労働者の旅券や在留カードを保管していない。

４．外国人労働者の安全衛生の確保について

　　□ 外国人労働者が理解できる方法により、安全衛生教育等を実施している。
　　□ 職場内にある労働災害を防止するための標識・掲示等について、外国人労働者が理解できるよう図
　　 　解などを用いている。
　　□ 外国人労働者に対して、健康診断や必要に応じた面接指導、ストレスチェックを実施している。
　　□ 女性である外国人労働者に対して、母性保護に関する措置（産前及び産後休暇等）を講じている。

５．労働保険・社会保険について

　　□ 外国人労働者を含め、適切に労働保険・社会保険の適用手続を行っている。
　　□ 必要に応じて、外国人労働者の労働保険・社会保険の給付の請求等に係る援助を行っている。

６．人事管理・生活支援等について

　　□ 社内規程の多言語化など円滑なコミュニケーションのための環境整備に努めている。
　　□ 賃金決定や配置等の人事管理を公正に行い、外国人労働者の適切な待遇を確保している。
　　□ 外国人労働者に対して、日本社会に円滑に適応できるよう支援を行っている。
　　□ 外国人労働者が帰国する場合に必要な支援を行っている。

７．解雇予防・再就職援助について

　　□ 外国人労働者に対して、安易な解雇・雇止めを行っていない。
　　□ 業務上の負傷又は病気の療養のために休業している期間及びその後 30 日間等、解雇が禁止されて
　　　 いる 期間があることを認識している。
　　□ 女性である外国人労働者の婚姻・妊娠等を退職理由とする規定を設けていない。

８．労働者派遣・請負について

　　□ 職業安定法及び労働者派遣法を遵守し、適切な雇用管理を行っている。
　　□ 派遣労働者を受け入れる場合は、労働者派遣事業の許可を受けていない事業者からの労働者派遣を
　　　 受けていない。

９．雇用労務責任者の選任について

　　□ 外国人労働者を常時 10 人以上雇用しているときは、人事課長等の役職にある者を雇用労務責任者
　　　 に選任している。

10．在留資格に応じた措置について

　　□ 外国人留学生をアルバイト等で雇用する場合には、当該外国人留学生が資格外活動許可を得ている
　　　 ことを確認し、原則週 28 時間以内の就労としている。

※東京労働局職業安定部「外国人の雇用に関する Q&A」（令和２年度発行）より抜粋し作成。

（
１
）適
正
な
雇
用
管
理



22

外国人を雇用する際、コミュニケーションの取り方が最も重要だといわれています。戦力の
一員として活躍してもらうためにどのように接したら良いのか？働きがいの持てる環境づく
りのためには？日本人同士なら言わなくても分かること、教えれば理解できることも、文化
や習慣、価値観が違う外国人には理解できないことがあります。そのことを前提に、コミュ
ニケーションを図り、信頼関係を築くことが肝心になります。

信頼関係を築く第一歩として

働きがいのある職場づくり

日本人でも外国人でも自国について、少しでも知っていてもらえるとうれしく、親近感が湧いて会話のきっか
けになります。外国人スタッフに日本についての理解を求める前に、雇用者としても外国人のお国柄や文化・
習慣について多少なりの予備知識を得て臨むことが信頼関係の第一歩に繋がります。

外国人スタッフは、人手不足を補うだけの働き手という発想ではなく、店を支え一緒に盛り立てていく仲間と
して必要な存在であること、それが伝わると信頼関係が築けます。外国人スタッフも自分が尊重され認められ
ていると思うと、信頼感が湧き、もっと認めてもらおうとモチベーションもアップ、働きがいに繋がります。

（２） 信頼関係を築く

コミュニケーションツールを活用しよう
▶︎  インターネットや旅行ガイドブックで各国を紹介する情報を入手
▶︎「しんじゅく多文化共生プラザ」を活用
　　外国人と日本人の交流拠点。外国人を受け入れるために役立つ資料の入手、悩んでいる外国人スタッフへ
　　の情報提供としても活用できる。無料の日本語教室も開催。
　　場所：新宿区歌舞伎町 2 － 44 － 1 ハイジア 11 階　　電話番号：03-5291-5171

▶︎言語別の外国人ハンドブックを参考にする（日本語併記）
　外国人労働者に向けて、日本で働く場合の労働条件など法的ルールを紹介。

　「日本で働く外国人労働者ハンドブック」※（英語版、中国語版）
　「これだけは抑えておきたい労働法のポイント」（ベトナム語、ネパール後、タイ語、インドネシア語）
※東京都労働相談情報センターで入手するか、東京都 TOKYO はたらくネットの下記ページより「外国の方向け」の
　項目から言語別にダウンロードできます。

メンタルサポートも大切！
言葉の壁もあり慣れない環境の中
で、メンタル面にも配慮を。
職場や仕事のこと、苦情、生活上の
相談など、何でも気軽に相談できる
人（指導係、相談係など）や機会を
設けましょう。

（
２
）信
頼
関
係
を
築
く

⑧

１

２

スタッフの一員として
ガンバリます！

しんじゅく多文化共生プラザ 検 索

TOKYO はたらくネット発行物 検 索
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外国人スタッフには、まず店の基本的な考え方や仕事の流れ、ルールなどを理解してもらう
ことが必要になります。日本人に教える場合より時間がかかるかもしれませんが、基本的な
ことを把握していないと他のスタッフとの連携やお客様への対応に支障が出る恐れがありま
す。店の考え方、やり方について伝えやすい方法で理解を促しましょう。

店のルールを教える

仕事の流れ（業務フロー）を教える

お店のモットー、コンセプト、就業規則、あいさつのこと、掃除や衛生面のことなど、日本人なら当たり前だ
と思える細かいことでも、スタッフとして働く限りは守ってほしいことを丁寧に伝えてください。

（１） 店のルール・業務の流れを教える

●  開店準備〜閉店後の片付けまで、１日の仕事の流
れをフローチャートにして、その時々に発生する
仕事とスタッフの役割を分かりやすく説明してく
ださい。開店および閉店時の業務フロー（何時に
照明点灯など）や清掃の業務フロー（清掃の順番
など）も細かく書きだしてください。

「業務マニュアル」として整理しておくと、
後々も便利です。

●  外国人スタッフが担当する業務をフローの中で
しっかり教えてください。外国では自分の役割は
その範囲だけこなせば良いという考えがあります
が、日本の場合は自分の手が空いたら、忙しい他
のスタッフをフォローすることが求められます。
業務の流れを教える中で、そのこともしっかりと
伝えてください。

【 　 業 務 フ ロ ー 例 　 】
業務内容に合わせて項目を洗い出し、時系列で表示しましょう

仕事を覚えてもらう中で、どうしても叱らなくてはな

らない場面が出てくるでしょう。外国人は、日本人以上

に叱られることに敏感。特に中華圏の人は、人前で叱ら

れると面子を潰されたと思うそうです。できたら人目を

避けて、何がいけないのか理由を説明し、今後気をつけ

るように話すのが理想です。　　　　

褒める時は、良い点、改善点が見えたら、笑顔でハッ

キリと褒めましょう。褒められると誰でも嬉しいもの。

頑張ろうというモチベーションにも繋がってきます。

褒 め 方 と 叱 り 方

（
１
）店
の
ル
ー
ル
・
業
務
の
流
れ
を
教
え
る

１

2

４ 外国人スタッフの育成

仕込み

調理

調理

片付け
清掃・火の
元チェック

10:00　出社
10:30　朝礼・ミーティング

11:00　開店

14:30　ランチタイム終了
15:00　一旦閉める

休憩
16:00　夕礼・ミーティング
　　　  ディナー準備
17:00　ディナータイム
　　　  スタート

22:00　閉店

清掃
開店準備

案内・配膳
会計など

案内・配膳
会計など

清掃
戸締り
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外国人は、マニュアルにより基本的なことを習得し動くことに慣れています。接客トークや
接客業務の流れをまとめた「接客マニュアル」や厨房での基本事項をまとめた「調理マニュ
アル」を基に教えるとスムーズです。

提 供するメニューを教える

接客サービスに関するマニュアルを用意する

まずは、店の商品であるメニューについて、日本語でしっかりと覚えてもらいましょう。

身だしなみやあいさつ、接客用語、お客様の誘導、注文の聞き方、料理を下げる時の接客、精算時の対応、お
見送りまで、一連の接客方法について、ある程度マニュアル化するとよいでしょう。

（２） 接客 ・調理マニュアルを用意する

●  看板メニューの実食
看板メニューの実食を通して味を覚えてもらう。外国人の視点からの感想も聞いて参考に！
●  写真入りメニューで、日本語のメニュー名を教える
・外国人向けのメニューがある場合は活用し、メニュー名と内容を教える。
・「EAT 東京」に店舗紹介とメニューを登録している場合は、印刷したメニューを活用。
　「EAT 東京」は、無料でお店の宣伝ができる東京都の運営サイトです。簡単に多言語メニューが作成できる
　ので、東京オリンピック開催前に登録しておくと外国人旅行者へのアピールに効果的です。

「EAT TOKYO」 東京都多言語メニュー作成支援ウェブサイト

12 言語に対応した簡単なシートもあります

平成 30 年 3 月に当センターが発行した多言語版の「外国人観光
客対応ツール活用マニュアル・実践編」を逆活用しよう！案内
編から注文編、配膳・提供編、精算編まで、多言語のコミュニケー
ションシートが掲載されているので、日本語での接客用語と対応
を覚えるツールとして活躍します。

「東京都多言語メニュー作成支援ウエブサイト」の「おもてなしツール」から「コミュニケーションシート」を選
ぶと 12 言語のシートをダウンロードできます。外国人スタッフの母国語に合わせて印刷し、
接客用語マニュアルの一助として活用してください。

ココをチェック

ご注文はお決ま
りですか？

ご注文をお伺い
します

ハラールやアレ
ルギー

への対応

YES
NO

NO

YES
ご注文がお決ま

りになりましたら

お呼びください

食べられないも
のを

アンサーシート
で示してください

申し訳ありませ
んが提供できま

せん

他の品をご注文
ください

提供できます

ご注文なさいま
すか？

ご注文は●●●
●ですね

料理ができるま
でしばらくお待

ちください

宗教上の理由や
アレルギーのた

めに

食べられないも
のはありますか

？

提供可能か調理
スタッフに確認

します

しばらくお待ちく
ださい

料理が提供でき
ない場合

料理が提供でき
る場合

食品成分を示す
ピクトグラムも

参考のうえ、ご注
文ください

シチュエーション
別コミュニケーショ

ンシート〈注文編
〉

外国語でのコミ
ュニケーション

に不安があるた
め、このシートを

使ってお話しさ
せていただきま

す。

英：
簡：
繁：
韓：

Are you read
y to order?

I’ll take your 
order now.

Please call m
e when you’r

e ready 

to order.

OK, I’ll repea
t your order 

to confirm: ●●●●.

Please wait a
 short while f

or your meal to be pre
pared.

英

英

英

英

簡

簡

簡

簡

繁

繁

繁

繁

韓

韓

韓

韓

Do you have
 any dietary

 restrictions
 due 

to religion or
 allergies?

Please wait w
hile I check w

ith the cooki
ng 

staff to see if
 they can meet your need

s.

We can prepa
re a meal that meets your 

dietary need
s.

Would you like
 to order?

英

英

英

簡

簡

簡

繁

繁

繁

韓

韓

韓

Please refe
r to the pic

tograms to 

check ingred
ients before 

ordering.

If there are 
any foods yo

u can’t eat, 

please writ
e them on the ans

wer 

sheet.

I’m very sorry
, but we ca

n not meet your 

dietary need
s.  Please sel

ect another i
tem.

英

英

英

簡

簡

簡

繁

繁

繁

韓

韓

韓

英：英語　　　　
　　　　　　

簡：中国語（簡体
字）

繁：中国語（繁体
字〈台湾・香港〉

）　韓：韓国語

指でさして
使いましょう

I can't spea
k English we

ll, so I will u
se this shee

t while I spe
ak.

20

21

（
２
）接
客
・
調
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
用
意
す
る

２

１

東京都多言語メニュー作成支援 検 索

EAT TOKYO コミュニケーションシート 検 索
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調理に関するマニュアルを用意する
調理手順、盛りつけ手順や例、料理セット例、食器の洗い方、火の元や衛生管理など写真入りで用意すると分
かりやすいでしょう。

外国人スタッフの雇用は、彼らの母国の食文

化や味の嗜好について知る絶好のチャンス！

外国人の好みに配慮したメニュー開発におい

て、頼れる助っ人になります。外国人スタッフ

も母国の食について尊重してくれる気持ちや意

見を取り入れてくれることに喜びを感じ、仕事

への意欲もアップするでしょう。

外国人スタッフの協力で、
外国人好みのメニューを開発！

マニュアルがあっても
教える人がいないと
絵に描いた餅！

見本となる教える人を
つくろう。

（
２
）接
客
・
調
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
用
意
す
る

３
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▼飲食店の労働災害を防ぐためのポイントをわかりやすく紹介しています。

▼ 危険マップ貼り付け用の「危険マーカー」と危険箇所や事務所に掲示する「危険ステッ
カー」は、QR コードから無料ダウンロードできます。「危険ステッカー」は、＜コメン
ト＞欄に、危険＝ DANGER、スリップ注意 =CAUTION SLIPPERY など英語を併記す
るとより理解しやすいでしょう。

（３） 安全 ・ 衛生面の指導
外国人にも分かる危険マップとマーカーで見える化を！

衛生面の徹底

まな板
に置い

た包

丁で手
を切った

通路
のワ
ゴン
に

つま
づい
て転
倒

飲食店にとって食中毒や感染症を引き起こさないことが最も重要であること、そのためには日々の衛生対策が
欠かせないことを新型コロナウィルス対策とともに、しっかり指導しましょう。

・正しい手洗いの仕方　
・清掃箇所ごとの掃除方法と手順：テーブルで使う洗剤と布巾、床用洗剤と道具など場所ごとの清掃方法と手 
　順を指導

・身だしなみチェック：制服や作業着などの汚れ、指や爪の汚れがないか常に気をつける
・整理・整頓、ゴミの処理・分別など

＜出典＞厚生労働省　都道府県労働局　労働基準監督署 「飲食店の労働災害防止マニュアル」

＜危険マップ及びマーカーのイメージ＞ ＜マーカーの種類＞

忙しくて店の中の段差につまずく、厨房のこぼれた水や食材を踏んで滑る、お客様の荷物が通路に出ていてつ
まずく、食器を割って手を切る、油はね、熱いものをうっかり掴むなど、身近なところに危険はいろいろ潜んで
います。危険マップと危険マーカーを活用し、外国人スタッフに安全面での意識を高めるよう指導しましょう。
① スタッフから、過去に災害が発生した箇所、ヒヤリ・ハット事例の多い箇所を聞いて洗い出す。
② 職場の平面図に危険な恐れのある箇所を明示しマップ化。
③ 危険箇所には、危険マーカーを貼り付ける。

（
３
）安
全
・
衛
生
面
の
指
導

２

１

飲食店の労働災害防止マニュアル 検 索
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各種助成金を活用して日本語のレベルアップを支援！

ココもチェック

kyo-no osusume wa
edomae amadai no
otsukuri desu

外国人スタッフは、日本に在留している母国の友人と強

い横の繋がりがあります。

彼らの通信手段は、ほとんど SNS。

看板メニューやスタッフおすすめメニューの写真をアッ

プして紹介してもらうと、店の PR になること間違いなし！

親しい友人が訪ねてきたり SNS を見て興味を持った人が来

店してくだされば、新規顧客の獲得チャンスに。外国人ス

タッフも自分が頑張っている姿を見てもらおうと、モチベー

ションアップに繋がります。

日本人同士だと分かりあえるあいまいなニュアンスも、外国人にはそ

の度合いが分からず戸惑うことが多くあります。例えば「端からどんど

ん片付けて！」は、具体的にどこからどこまで片付けるのか指示をしな

いと意図する意味がわかりません。「できるだけ早くやって！」は、具体

的にいつの何時までに済ませるのか伝えないと分かりません。ミスを防

ぐためにも、外国人スタッフへの指示は、曖昧な表現を避けて具体的か

つ的確に行ってください。

外国人スタッフが新規顧客の呼び水に ?!

あいまいな表現は避けて、的確な指示を！

日本での雇用・日本語の勉強を望む外国人に対し、助成金を活用して日本語のレ
ベルアップをサポートしましょう。

　（外国人労働者就労環境整備助成コース）

（
３
）安
全
・
衛
生
面
の
指
導

トライアル雇用助成金 検 索

人材確保等支援助成金 検 索
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外国人雇用に関する専門機関は？
また、どのような相談ができるのでしょうか？

相談、手続き内容によって主に下記の行政機
関があります。連絡先一覧は、P34 − 36 に
まとめて掲載しています。

● ハローワーク（公共職業安定所）
求人の申込み手続き（一般、学生）、外国人雇用状況の
届出、雇用保険の手続き（事業所所在地を管轄するハ
ローワークへ）
● 労働基準監督署
賃金・労働時間等の労働条件、就業規則の作成、労災
保険の手続き、職場の安全衛生・健康管理に関する相
談（事業所所在地を管轄する労働基準監督署へ）
● 東京外国人雇用サービスセンター
・外国人労働者留学生向け新規学卒求人の相談
・日本で就職を希望する外国人留学生の相談
・専門的、技術的分野の在留資格の方の相談
・在留資格手続きに関する相談
・外国人雇用に関する相談（外国人を雇用する場合 
  の留意点などについて相談を実施）
● 新宿外国人雇用支援・指導センター
・日本人の配偶者等、定住者、永住者等の就労に制
  限のない在留資格の方の職業相談、職業紹介
・アルバイトを希望する外国人留学生の方の職業相
  談、職業紹介
・在留資格手続きに関する相談
● 外国人在留総合インフォメーションセンター（東京出
入国在留管理局内）/ ● 外国人総合相談支援センター
在留資格、在留カード、資格外活動許可等、手続きに
関するお問い合わせ・相談

外国人雇用についての専門のアドバイザー
が、事業所ごとの実態に応じた相談に対応
してくださると聞いたのですが？
新宿外国人雇用支援・指導センターおよび東
京外国人雇用サービスセンターにおいて、「外
国人雇用管理アドバイザー」が外国人求職者

の募集＆採用、雇用管理に関することなどについて相
談に応じています。また東京労働局では委託した専門
アドバイザーが、事業所に直接訪問しアドバイスいた
します（無料）。雇用管理や外国人労働者との接し方、
配慮すること、コミュニケーション上のトラブルと解
決のお手伝いなど、各種相談に対応します。

詳しくは、

日系２世・3 世の場合、採用に制限はない
のですか。

「日本人の配偶者等」または「定住者」の在留
資格を持っていることが多いため、活動制限
は設けられていないので雇用できます。ただ

し日系人でも他の在留資格の場合は、その在留資格内
での活動になります。観光など「短期滞在」や「研修」
等の在留資格で滞在している場合は雇用できないので
ご注意ください。

外国人労働者の派遣業者からお話がありま
した。受け入れても良いのでしょうか。

労働者派遣事業の許可または届出のない業者
からは外国人労働者の派遣を受けないでくだ
さい。許可・届出の確認は、厚生労働省の「人

材サービス総合サイト」でできます。また、知り合い
を介してのあっせん・紹介等を受けた場合は、日本国
内で合法的に就労できる外国人か確認してください。

Q

Q

Q

Q

A

A

A

A

▼外国人雇用について、外国人雇用管理
　アドバイザーがご相談にのります。

お問い合わせ
・新宿外国人雇用支援・指導センター
  ☎︎ 03（3204）8609

・東京外国人雇用サービスセンター
  ☎︎ 03（5361）8722
アドバイザーの訪問を希望する場合は

・東京労働局職業安定部
  ☎︎ 03（3512）1662

（１） 外国人の募集 ・採用に関するQ&A
（
１
）外
国
人
の
募
集
・
採
用
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ

５ Q & A 集

外国人雇用管理アドバイザー 検 索
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雇用中の外国人スタッフから就労ビザの更
新について相談されました。どのように対
応すれば良いでしょうか？
原則として本人が、在留期間の期限までに出
入国在留管理局へ出頭し、「在留期間許可申
請書」と添付書類を提出する必要があります。

更新許可申請は、在留期限のおおむね３ヶ月前からで
きるので、早めに書類を準備し３ヶ月前には申請を行
うようにしましょう。雇用者は、外国人スタッフが不
法在留になってしまわないよう、在留期間の把握と管
理を行って申請方法等を教えてください。
更新許可の手続きについては

申請書様式は

または、P28・36 「外国人在留総合インフォメーショ
ンセンター」「外国人総合相談支援センター」へお問い
合わせください。

外国人を雇用した場合、届出を怠るとどう
なりますか。

外国人を雇用した場合は、氏名や在留資格、在
留期間などをハローワークに届け出ることが
義務付けられています。離職した場合も同様に

届出が必要です（届出方法の詳細は P18 − 19 で紹介）。
届出を怠ると 30 万円以下の罰金に処せられますので
ご注意ください。
インターネットによる電子届出もできます！

留学生のアルバイトも届出の対象になりま
すか。

対象になります。届出の際は、資格外活動許
可を得ていることも確認してください。

（資格外活動許可の詳細は、P10 で紹介）

日本人と結婚している外国人を雇用しても
届出は必要ですか。

必要です。「日本人の配偶者」の在留資格を付
与されていることが一般的ですが、日本国籍
を取得していない限り外国人のため、届出の

対象になります。日本人と結婚したという事実のみで
は日本国籍を取得したことにはならないので注意して
ください。「定住者」「永住者」の在留資格についても
同様です。

短期のアルバイトで雇用した外国人の届出
も必要ですか。

必要です。雇入れ日と離職日の双方を記入し、
まとめて提出してください。

外国人雇用状況届出を行う際に、旅券や在
留カードの写しも一緒に提出する必要はあ
りますか。
外国人雇用状況届出制度では、事業主の方が
雇用する外国人の氏名等を確認し届け出るも
のなので、旅券や在留カードの写しを提出す

る必要はありません。ただし、きちんと確認して届出
してください。

Q

Q

Q

Q

Q

Q

A

A

A

A

A

A

（２） 外国人の雇用届に関するQ&A

外国人労働者に対して給与を支払う場合には、原則として所得税の源泉徴収を行う必要があ

りますが、対象となる外国人が「居住者」であるか「非居住者」であるかによってその徴収方

法が異なります。

例えば、滞在期間が 1 年未満となるワーキングホリデー利用者は、税制上の「非居住者」となり、

所得額の大きさに関わらず 20.42% の課税となります。

外国人スタッフに関する税金の取り扱いは？

（
２
）外
国
人
の
雇
用
届
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ

日本での活動内容に応じた資料【在留期間更新許可申請】 検 索

在留期間更新許可申請書 検 索

外国人雇用状況届出システム 検 索

・非居住者・・・1 年未満の短期滞在を予定
　→ 原則：20.42％の源泉課税
　→ 特例：租税条約を結んでいる国であれば、その条約に基づく税率

・居住者・・・1 年以上、日本に滞在することを予定
　→ 国内源泉所得が課税される（日本人と同じ課税体系）
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（３） 社会保険に関するQ&A

（４） トラブルに関するQ&A

外国人スタッフが離職した場合、社会保険
関係の手続きはどうなるのですか。

雇用保険について
外国人スタッフから被保険証を回収すると共
に、「雇用保険被保険者　資格喪失届」を、雇

用保険の適用を受けている事業所を管轄するハロー
ワークに届出てください。また、失業給付に係る窓口
など必要な手続きの援助を行ってください。
公的年金について
公的年金の加入期間が６ヶ月以上の外国人労働者が帰
国する場合、帰国後 2 年以内に「脱退一時金」を請求
すると支給されます。請求する際の留意事項等、年金
事務所等の関係機関窓口を教えてあげてください。

外国人スタッフに、日本人スタッフと同等に
働いても賃金に差があるといわれました。

 日本で働く労働者は、全て「労働基準法」に
より同等の権利が約束されているため、日本
人より不当に賃金を安くする事は許されませ

ん。国が地域別に定めた最低賃金以下で働かせるのは
違法で、50 万円以下の罰金を課せられます。

外国人スタッフに休憩や休日を増やしてほ
しいといわれました。

最低賃金法と同様、労働時間も「労働基準法」
が適用されます。原則として 1 日８時間、１
週間 40 時間を超えて労働させてはいけない

と定められています。ただし、飲食業は「特例措置対
象事業場」として 1 日 8 時間、週 44 時間まで可能と
なっています。休憩時間は６時間を超える労働には 45
分以上、８時間を超える場合は１時間以上与えること、
休日は少なくとも週 1 日、４週間を通じて 4 日以上と
定められています。特に留学生のアルバイトは、１週
間 28 時間以内、夏休みなど長期休暇で 1 日８時間以
内という制限があります。

外国人スタッフが怪我や病気をした場合、
保険の請求等はどうすればいいのですか。

病気・負傷（労働災害を除く）により仕事が
できなくなった場合
健康保険の傷病手当金が支給されることを教

えてあげてください。また、傷病により障害状態になっ
た場合は、障害年金が支給されます。
労働災害が発生した場合
労災保険給付の請求その他手続きに関して、外国人ス
タッフやそのご家族等の相談にのって応じると共に、
必要な援助に努めてください。

連絡がなく突然、辞めてしまう外国人ス
タッフが多いと聞きますが、どう対応した
ら良いでしょうか。

「思っていた条件と違う」「残業が多く休日が取
れない」などの申し出があり、より条件の良い
職場へ移ってしまう等のトラブルもあるようで

す。その原因として、労働条件を口頭説明のみで済ませ
る等、労働基準法に背いた不当な扱いが考えられます。
雇用時に、お互いのズレがないよう労働条件を明確にして

（P15 参照）、「労働条件通知書」（P32~33 参照）によっ
て文書化する必要があります。

「頑張っても認めてもらえない」「やる気が起こらない」な
ど、悩みを抱えていても話せる環境がないと誰でも不安
になります。特に外国人は、母国を離れ文化・風習の違う
日本人とコミュニケーションがうまく取れていないと、
不安もストレスも多くなり逃避へと繋がっていきます。
彼らの悩みや不安、仕事内容など気配りしながら、ス
タッフの一員として大切な存在だと思っていることを
意思表示することが重要です。相談できる先輩や場を
設けたり、雇用側から積極的にコミュニケーションを
図ることが、職場のより良い雰囲気、スタッフのやり
甲斐にも繋がります。
▼外国人スタッフの雇用全般について悩んだら

または、P28・36「東京外国人雇用サービスセンター」「新
宿外国人雇用支援・指導センター」「外国人雇用管理アドバ
イザー」にご相談ください。

Q Q

QQ

Q

A A

AA

A
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東京都ろうどう 110 番 検 索
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不法就労外国人とは知らずに雇ってしまった場合、罪になりますか。

不法就労外国人だと知らなくても、在留カードなどを確認していない過失があり、雇用してしまったとし
て最悪３年以下の懲役、もしくは 300 万円以下の罰金の重い罪が科せられます。雇用する際は、在
留カード、旅券、資格外活動許可証等で、在留資格・期間、在留期限、資格外活動許可の有無について必

ず確認してください。また、不法就労外国人は正規滞在と偽るために偽造在留カードを利用しています。偽造在留
カードの見分け方と確認方法をご紹介しますので参考にしてください。

Q

A

偽造在留カードにご注意！コピーでの人物確認は不可、必ず現物で確認を

出典：出入国在留管理庁「在留カード」及び「特別永住者証明書」の偽変造防止対策

不法滞在者や被退去強制者が働くケース
　（例）密入国した人や在留期限の切れた人 / 強制退去が既に決まっている人

入国管理局から働く許可を受けていないのに働くケース
　（例） 観光等の短期滞在目的で入国した人 / 留学生や難民認定申請中の人が許可を受けずに働く

入国管理局から認められた範囲を超えて働くケース
　（例） 外国料理のコックや語学学校の先生として働くことを認められた人が工場・事業所で単純労働者と 
　　　 して働く / 留学生が許可された時間数を越えて働く

不法就労とは？　次の３つのケースです
1

2

3

カードを上下方向に傾けると、
「ＭＯＪ」の文字の周囲の絵柄
がピンクからグリーンに変化し
ます。

　出入国在留管理庁のＷＥＢサイト「在留カード等番号失効情報照会」では、在留カード等の番号などの必要事項を入力する
と、入力されたカード番号が失効していないかを確認することができます。  ht tps://lapse - immi.moj.go.jp/

カードを左右に傾けると、「ＭＯＪ」のホ
ログラムが３Ｄ的に左右に動きます。

暗い場所で、カードおもて面側から強い光を直に当
てて透かして見ると、右図のような「ＭＯＪＭＯＪ・・・」
の透かし文字が見えます。

カードを上下方向に傾けると、色が
グリーンからピンクに変化します。

銀色のホログラムは、見る角度
を90°変えると、文字の白黒が
反転します。

WEBサイトを通じて在留カード等の失効番号が確認できます

出入国在留管理庁のWEBサイトにおいて、各種OSに対応した「在留カード等読取アプリケーション」を無料配布しています。
在留カード及び特別永住者証明書のＩＣチップに記録された氏名等の情報を表示させ、在留カード等が偽変造されたもので
ないことを確認できます。
http://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/rcc-suppor t.html

在留カード等読取アプリケーションを無料配布しています

左
端
が
ピ
ン
ク
色
に
変
化

絵
柄
が
グ
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在留カード・特別永住者証明書が偽変造されていないかについて確認できます

出典：東京都都民安全推進本部「外国人労働者雇用マニュアル」より作成
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参 考 資 料

採用時に交わす雇用契約について（P14-15）の項目で紹介した、「労働条件通知書」の英語
モデルです。　厚生労働省ホームページから、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペ
イン語、タガログ語、インドネシア語、ベトナム語のモデルもダウンロードできます。

参
考
資
料

外国人労働者向けモデル労働条件通知書 検 索
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参
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＜出典＞厚生労働省　外国人労働者向けモデル労働条件通知書（英語）をもとに作成。
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ハローワーク（公共職業安定所）

　こんなお悩みのときは

外国人雇用状況の届出・雇用保険の手続き、求人申込（一般・学生）についてご相談したい際は、事
業所の所在地を管轄するハローワークへお問い合わせください。

【お問合わせ時間】平日 8:30 〜 17:15（土日祝日、年末年始を除く）
※自動音声案内が流れますので、案内に従って部門コードを入力してください

名 称 所 在 地 管 轄 電 話

飯田橋 〒112-8577 文京区後楽1-9-20  飯田橋合同庁舎内
千代田区、中央区、文京区、大島町、八丈町、
利島村、新島村、神津島村、三宅村、
御蔵島村、青ヶ島村

03-3812-8609

上 野 〒110-8609 台東区東上野4-1-2 台東区 03-3847-8609

品 川 〒108-0014 港区芝5-35-3 港区、品川区 03-5419-8609

大 森 〒143-8588 大田区大森北4-16-7 大田区 03-5493-8609

渋 谷 〒150-0041 渋谷区神南1-3-5 目黒区、世田谷区、渋谷区 03-3476-8609

新 宿 〒160-8489 新宿区歌舞伎町2-42-10 中野区、杉並区、新宿区 03-3200-8609

池 袋 〒170-8409 豊島区東池袋3-5-13 豊島区、板橋区、練馬区 03-3987-8609

王 子 〒114-0002 北区王子6-1-17 北区 03-5390-8609

足 立 〒120-8530 足立区千住1-4-1 足立区、荒川区 03-3870-8609

墨 田 〒130-8609 墨田区江東橋2-19-12 墨田区、葛飾区 03-5669-8609

木 場 〒135-8609 江東区木場2-13-19 江戸川区、江東区 03-3643-8609

八王子 〒192-0904 八王子市子安町1-13-1 八王子市、日野市 042-648-8609

立 川 〒190-8609 立川市緑町4-2  立川地方合同庁舎 立川市、昭島市、小金井市、小平市、東村山市、
国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市 042-525-8609

青 梅 〒198-0042 青梅市東青梅3-12-16 青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、
西多摩郡 0428-24-8609

三 鷹 〒181-8517 三鷹市下連雀4-15-18 三鷹市、武蔵野市、清瀬市、東久留米市、
西東京市 0422-47-8609

町 田 〒194-0022 町田市森野2-28-14  町田合同庁舎1階 町田市 042-732-8609

府 中 〒183-0045 府中市美好町1-3-1 府中市、調布市、狛江市、多摩市、稲城市  042-336-8609

参
考
資
料
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労 働 基 準 監 督 署

　こんなお悩みのときは

賃金・労働時間等の労働条件、就業規則の作成、労災保険の手続き、職場の安全衛生・健康管理に関
することでご相談したい際は、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署へお問い合わせください。

【お問合わせ時間】平日 8:30 〜 17:15（土日祝日、年末年始を除く）

名 称 所 在 地 管 轄 電 話

中 央 〒112-8573  文京区後楽1-9-20
　　　　　　飯田橋合同庁舎6･7階

千代田区、中央区、文京区、大島町、八丈町、利島村、
新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村

方面（労働条件、解雇、賃金）
　　 03-5803-7381 
安衛 03-5803-7382 
労災 03-5803-7383

上 野 〒110-0008 台東区池之端1-2-22
　　　　　　 上野合同庁舎7階 台東区

方面（労働条件、解雇、賃金）
　　 03-6872-1230 
安衛 03-6872-1315 
労災 03-6872-1316

三 田 〒108-0014 港区芝5-35-2
　　　　　　 安全衛生総合会館3階 港区

方面（労働条件、解雇、賃金）
　　 03-3452-5473 
安衛 03-3452-5474 
労災 03-3452-5472

品 川 〒141-0021 品川区上大崎3-13-26 品川区、目黒区
方面（労働条件、解雇、賃金）
　　 03-3443-5742 
安衛 03-3443-5743 
労災 03-3443-5744

大 田 〒144-8606 大田区蒲田5-40-3
　　　　　　 月村ビル8･9階 大田区

方面（労働条件、解雇、賃金）
　　 03-3732-0174 
安衛 03-3732-0175 
労災 03-3732-0173

渋 谷 〒150-0041 渋谷区神南1-3-5
　　　　　　 渋谷神南合同庁舎5･6階 世田谷区、渋谷区

方面（労働条件、解雇、賃金）
　　 03-3780-6527 
安衛 03-3780-6535 
労災 03-3780-6507

新 宿 〒169-0073 新宿区百人町4-4-1
　　　　　　 新宿労働総合庁舎4･5階 新宿区、中野区、杉並区

方面（労働条件、解雇、賃金）
　　 03-3361-3949 
安衛 03-3361-3974 
労災 03-3361-4402 

池 袋 〒171-8502 豊島区池袋4-30-20
　　　　　　豊島地方合同庁舎1階 豊島区、板橋区、練馬区

方面（労働条件、解雇、賃金）
　　 03-3971-1257 
安衛 03-3971-1258 
労災 03-3971-1259 

王 子 〒115-0045 北区赤羽2-8-5 北区
方面（労働条件、解雇、賃金）
　　 03-6679-0183 
安衛 03-6679-0186 
労災 03-6679-0226 

足 立 〒120-0026 足立区千住旭町4-21
　　　　　　 足立地方合同庁舎4階 足立区、荒川区

方面（労働条件、解雇、賃金）
　　 03-3882-1188 
安衛 03-3882-1190 
労災 03-3882-1189  

向 島 〒131-0032 墨田区東向島4-33-13 墨田区、葛飾区
方面（労働条件、解雇、賃金）
　　 03-5630-1031 
安衛 03-5630-1032 
労災 03-5630-1033

亀 戸 〒136-8513 江東区亀戸2-19-1
　　　　　　カメリアプラザﾞ8階 江東区

方面（労働条件、解雇、賃金）
　　 03-3637-8130 
安衛 03-3637-8131 
労災 03-3637-8132  

江戸川 〒134-0091 江戸川区船堀2-4-11 江戸川区
方面（労働条件、解雇、賃金）
　　 03-6681-8212 
安衛 03-6681-8213 
労災 03-6681-8232 

八王子 〒192-0046 八王子市明神町3-8-10 八王子市、日野市、多摩市、稲城市
方面（労働条件、解雇、賃金）
　　 042-680-8752 
安衛 042-680-8785 
労災 042-680-8923

立 川 〒190-8516 立川市緑町4-2
　　　　　　立川地方合同庁舎3階

立川市、昭島市、府中市、小金井市、小平市、
東村山市、国分寺市、国立市、東大和市、
武蔵村山市

方面（労働条件、解雇、賃金）
　　 042-523-4472 
安衛 042-523-4473 
労災 042-523-4474 

青 梅 〒198-0042 青梅市東青梅2-6-2 青梅市、福生市、あきる野市、羽村市、西多摩郡
監督（労働条件、解雇、賃金）
　　 0428-28-0058 
安衛 0428-28-0331 
労災 0428-28-0392

三 鷹 〒180-8518 武蔵野市御殿山1-1-3
　　　　　　クリスタルパークビル3階

三鷹市、武蔵野市、調布市、狛江市、清瀬市、
東久留米市、西東京市

方面（労働条件、解雇、賃金）
　　 0422-67-0651 
安衛 0422-67-1502 
労災 0422-67-3422 

町 田 〒194-0022 町田市森野2-28-14
　　　　　　 町田地方合同庁舎2階 町田市

監督（労働条件、解雇、賃金）
　　 042-718-8610 
安衛 042-718-9134 
労災 042-718-8592 

参
考
資
料



36

出入国在留管理庁関係

その他、ご相談・お問い合わせ先

　こんなお悩みのときは

在留資格・在留カード・資格外活動許可等、手続きに関するお問い合わせ

●  外国人在留総合インフォメーションセンター ☎︎ 0570-013904
　（東京出入国在留管理局内）

●  外国人総合相談支援センター ☎︎ 03-3202-5535

　こんなお悩みのときは

外国人の雇用全般に関するご相談
●  東京都ろうどう 110 番 ☎︎ 0570-00-6110

労働条件や労使関係など労働問題全般にわたる相談に、無料で対応。
（秘密厳守、メールでの相談は不可）

▷上記専門ダイヤルにて　月〜金曜日　9:00 〜 20:00（相談終了時間）
※平日夜間、土曜日は一部対応していない地域があります。

（祝日及び 12/29-1/3 除く。土曜相談は祝日及び 12/28-1/4 除く）

●  新宿外国人雇用支援・指導センター ☎︎ 03-3204-8609

●  東京外国人雇用サービスセンター ☎︎ 03-5361-8722

【参考文献】
・外国人の雇用に関する Q&A（東京労働局職業安定部 ハローワーク）
・外国人雇用はルールを守って適正に（厚生労働省 都道府県労働局 ハローワーク）
・外国人労働者雇用マニュアル（東京都都民安全推進本部）
・2060 年までの東京の人口推計（東京都政策企画局）
・東京労働局管内における「外国人雇用状況」の届出状況（東京都労働局）
・日本の食文化海外普及人材育成事業（農林水産省）
・飲食店の労働災害防止マニュアル（厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署）
・在留カード及び特別永住者証明証の見方（出入国在留管理庁）
・外国人観光客対応ツール活用マニュアル 生衛業飲食関係・実践編（東京都生活衛生営業指導センター）

本誌掲載の出典元 QR コードは、印刷時の最新 URL より作成し掲載しています。その後、変更になる可能性もあり
ますので、その際はタイトルを入力し検索していただきますようお願いいたします。
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本マニュアルは、外国人対応支援事業企画委員会において、検討・作成したもの
です。生衛業の皆様における外国人スタッフ雇用の際に、ご参考・ご活用いただ
ければ幸いです。

【外国人対応支援事業企画委員会委員名簿】

【外国人対応支援事業企画委員会開催状況（全３回）】

区　分 組織名・役職 氏 　名

有　識　者 前東京観光財団専務理事 松本　泰之　

行　　　政 東京都福祉保健局健康安全部環境保健衛生課長 木村　秀嘉　

組　　　合

鮨商生活衛生同業組合　専務理事 浅野　哲哉　

麺類生活衛生同業組合　常務理事 金子　栄一　

社交飲食業生活衛生同業組合　事務局長 諸越　光明　

料理生活衛生同業組合　副理事長 浅田　松太　

飲食業生活衛生同業組合　常務理事 宇都野　知之

喫茶飲食生活衛生同業組合　常務理事 三浦　正昭　

理容生活衛生同業組合  常任理事 笹原　和之　

美容生活衛生同業組合　常務理事 大田　文雄　

ホテル旅館生活衛生同業組合  副理事長 佐久間　克文

簡易宿泊業生活衛生同業組合　理事 町田　敏彦　

指導センター 東京都生活衛生営業指導センター専務理事 仁科　彰則　

区　分 開催月日 氏 　名

第１回 令和２年   ９月 28 日（月） 企画・構成案検討

第２回 令和２年 11 月 30 日（月） 案検討

第３回 令和３年  ２月 10 日（水） 案検討、活用方法検討
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公益財団法人
東京都生活衛生
営業指導センター
〒150-0012　東京都渋谷区広尾5-7-1
	 　　　	東京都広尾庁舎内
TEL	（03）3445-8751（代）
FAX	（03）3445-8753


